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町提出用


連帯保証人の責務


1　民法における規定（主なもの）
⑴　連帯保証人は、主たる債務者（入居者）と連帯して債務を負担する責任があること。
⑵　連帯保証人が債務の履行について催告を受けた場合、まず主たる債務者（入居者）に催告をするよう抗弁すること（異議を申し立てること）ができないこと。
⑶　債務者（町）が主たる債務者（入居者）に対し債務の履行を請求した場合は、連帯保証人に対しても同じ効力が生ずること。
2　町営住宅における連帯保証の範囲
連帯して債務を保証している入居者が、町営住宅への入居に燗し町に与えた損害
具体的には①入居者の滞納した家賃及び割増賃料
②入居者の負担すべき修繕箇所の修繕費用及び増築物等の撤去費用
③その他

以上のことを了承のうえ連帯保証人になることを承諾します。

　　　　　　　　　年　　月　　日


大町町長　　　　　　様


（連帯保証人）住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　㊞　　


様式第4号（第5条関係）

本人控用


連帯保証人の責務


1　民法における規定（主なもの）
⑴　連帯保証人は、主たる債務者（入居者）と連帯して債務を負担する責任があること。
⑵　連帯保証人が債務の履行について催告を受けた場合、まず主たる債務者（入居者）に催告をするよう抗弁すること（異議を申し立てること）ができないこと。
⑶　債務者（町）が主たる債務者（入居者）に対し債務の履行を請求した場合は、連帯保証人に対しても同じ効力が生ずること。
2　町営住宅における連帯保証の範囲
連帯して債務を保証している入居者が、町営住宅への入居に燗し町に与えた損害
具体的には①入居者の滞納した家賃及び割増賃料
②入居者の負担すべき修繕箇所の修繕費用及び増築物等の撤去費用
③その他

以上のことを了承のうえ連帯保証人になることを承諾します。

　　　　　　　　　年　　月　　日


大町町長　　　　　　様


（連帯保証人）住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　㊞　　

